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2022 年 10 月 25 日  

各      位 

会 社 名  株式会社プラネット 

代表者名  代表取締役社長 坂田 政一 

（コード：2391、東証スタンダード） 
問合せ先  取締役 執行役員 経営管理管轄役員 川村 渉 

（TEL.03－5962－0811） 

監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

当社は、2022年10月25日開催の第37回定時株主総会における「定款一部変更の件」議案の承認決議に基づき、

監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 

これに伴い、本日開催の取締役会において、「内部統制基本方針」の一部改定を決議いたしましたので、下記

のとおり改定後の内容をお知らせいたします。なお、変更箇所は下線で示しております。 

 

記 
 
内部統制基本方針 
 
当社は、企業理念に則った次の『企業行動憲章』（2004 年１月１日制定）を掲げ、すべての取締役及び従業員

（社員、契約社員、嘱託等当社の業務に従事するすべての者）が職務を遂行するにあたっての基本方針とする。 

 

『企業行動憲章』 

１．基本使命 当社は、流通機構を構成する各企業（製配販）が合理的に利用できる情報インフラスト

ラクチャーを構築・運営し、流通機構全体の効率化・機能強化に貢献するサービスを提

供します。 

２．サービスの提供 当社は、流通機構を構成する各企業（製配販）が公平に便益を享受できるよう、安全・

中立・標準化・継続性に配慮してサービスの提供を行います。 

３．情報管理 当社は、ユーザー情報をはじめとする各種情報の管理を適切に行い、不正なアクセスや

破壊工作から防御致します。 

４．社会規範の遵守 当社は、法律やルールを遵守し、健全で公正な自由競争を行うことに努力します。 

５．反社会的勢力の排除 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固戦います。 

６．企業情報の開示 当社は、社会に開かれた企業として、株主はもとより広く社会に経営全般にわたる企業

情報を適切に開示します。 

７．社員の人格の尊重 当社は、社員の個性を尊重して社員の創造性の伸長を促すとともに、仕事を通じて自己

形成することを支援し、また両性の本質的平等に立脚した職場環境の維持に努力しま

す。 

８．役員の責務 役員は、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、周知徹

底します。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制整備を行うとともに、企

業倫理の確立に努力します。 

 

当社は、この『企業行動憲章』のもとに適正な業務執行のための体制を整備し、運営していくことが経営の責

務であることを認識し、以下の内部統制システムを構築する。 

当社は、今後とも内外環境の変化に応じ、一層適切な内部統制システムの整備に努める。 
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１．取締役（監査等委員であるものを除く）、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制 

（１）当社は『企業理念』に則った「企業行動憲章」ならびに「企業行動指針」を制定し、役員及び従業員
がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え行動するように定める。 

（２）コンプライアンス全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とする『コンプライアンス委
員会』を設置し、法務・コンプライアンス室が事務局を務める。 

（３）監査等委員会及び法務・コンプライアンス室は連携した監査等を通じてコンプライアンスの状況・問
題点を把握し、コンプライアンス委員会に報告する。報告を受け、コンプライアンス委員会は問題点
の改善に努める。 

（４）コンプライアンスを確保するため、コンプライアンス上疑義のある行為について、常勤監査等委員を
窓口として使用人が直接通報する社員通報窓口を設置する。 

 
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（１）企業理念である「流通業界の情報インフラストラクチャー」としての役割を果たすため、ユーザー情
報や社内情報についてその機密性を尊重し、適切な情報管理（作成・保存）を行う。 

（２）実現を確実にするためＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１が示す原則及び規範・基準等に則り適切な情報管理
を推進する。 

（３）情報セキュリティ担当役員を委員長とする「情報セキュリティ委員会」がセキュリティ監査の報告等
を踏まえ、主体的に問題点の改善や答申等を進める。 

（４）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について規範・規程を定め、適切に整理・保存する。 
（５）監査等委員会は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理が関連諸規程に則り実施されている

か監査し、必要に応じて取締役会に報告する。 
 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
（１）当社は、リスク管理に関する総括責任者として、リスク管理担当執行役員を責任者とする『事業継続

計画委員会』を設置し、全社横断的なリスク管理体制を設ける。 
（２）万が一、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、「事業継続計画」に基づき、代表取締役社長を

本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる体制を整える。 
（３）監査等委員会及び法務・コンプライアンス室は各部署のリスク管理状況を監査し、その結果を執行役

員会に報告する。執行役員会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 
 
４．取締役（監査等委員であるものを除く）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１）定例の取締役会を原則として月１回開催し、経営上の重要な意思決定と取締役の職務執行ならびに執
行役員の業務執行の監督を行う。 

（２）業務執行の強化と意思決定の迅速化を意図して執行役員制度を導入し、原則として月１回の執行役員
会を開催し、業務執行に関する意思決定を迅速に行う。 

（３）事業運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期計画及び各年度計画を立案し、全社的な目標設
定と管理を行う。 

 
５．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及
びその使用人の取締役（監査等委員であるものを除く）からの独立性に関する事項、ならびに監査等委員会の
当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する体制 

（１）監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて監査等委員会と取
締役（監査等委員であるものを除く）が協議の上指名する監査等委員会が要請する期間は指名された
使用人の指揮・命令・考課の権限は監査等委員会に移譲される。 

（２）監査等委員会の職務を補助する使用人の異動及び考課については監査等委員の同意を必要とする。 
 
６．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、監査等委員会の監査が実効的に行われること
を確保するための体制 

（１）取締役及び使用人は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、法令に従い直
ちに監査等委員会に報告するよう指導・徹底を図る。 

（２）監査等委員は重要な意思決定の過程及び取締役（監査等委員であるものを除く）の職務執行の状況を
把握するため「取締役会」に出席する。加えて常勤監査等委員は「執行役員会」、「コンプライアン
ス委員会」等重要な会議に出席して職務の執行状況を把握するとともに、主要な稟議書及び職務執行
に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役（監査等委員であるものを除く）または使用人に説
明を求める。その状況に関して社外監査等委員とも情報交換を密にして共有化を図り、監査の実効性
確保に努める。 

（３）監査等委員会の有する独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに、その職務を補助する使
用人及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査成果の達成を図る。   
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７．反社会的勢力を排除するための体制 

（１）当社は「企業行動憲章」にもとづき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との対決姿勢を
貫く。 

（２）また、対応統括部署において、情報を一元的に管理し外部機関との連携を図る。 
 
 

以 上 
 


